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　今
の
世
、ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
こ
と
が

多
す
ぎ
ま
す
ね
。ス
ト
レ
ス
は
自
分
で
上

手
に
解
消
す
る
の
が
最
善
。そ
の
方
法
の

一
つ
に「
ガ
ラ
ス
絵
」を
描
く
こ
と
は
如

何
で
し
ょ
う
か
？
ガ
ラ
ス
絵
は
、読
ん
で

字
の
ご
と
く
、ガ
ラ
ス（
ま
た
は
、透
明
ア

ク
リ
ル
板
）に
ア
ク
リ
ル
絵
の
具（
速
乾

性
）で
ガ
ラ
ス
の
裏
面
か
ら
絵
を
描
き
ま

す
。裏
面
か
ら
描
く
と
い
う
こ
と
は
、左

右
反
対
に
描
く
こ
と
で
表
面
か
ら
み
て

一
番
手
前
に
な
る
位
置
か
ら
描
き
始
め

ま
す
。版
画
の
刷
り
込
み
と
同
じ
で
す
。

こ
の
左
右
反
対
に
な
る
と
考
え
な
が
ら

描
く
こ
と
が
、脳
を
活
性
化
さ
せ
、ま
た
、

大
胆
な
明
る
い
色
と
自
分
流
の
画
風
で

描
け
ば
、楽
し
く
、集
中
で
き
、出
来
映
え

が
満
足
い
か
な
く
て
も
心
晴
れ
や
か
に

な
っ
て
、ス
ト
レ
ス
解
消
に
も
な
り
ま

す
。　ガ

ラ
ス
・
ア
ク
リ
ル
板
は
、額
に
入
っ

た
も
の
を
。ア
ク
リ
ル
絵
の
具
、絵
筆
等

は
、町
の
画
材
店
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

額
縁
の
大
き
さ
も
最
初
は
、葉
書
大
サ
イ

ズ
に「
バ
ラ
の
花
」を
描
き
始
め
、慣
れ
て

来
た
ら
、大
き
い
も
の
に
描
く
の
が
良
い

で
し
ょ
う
。ガ
ラ
ス
絵
は
、十
八
世
紀
後

半
、西
欧
で
発
祥（
ス
テ
ン
ド
ガ
ラ
ス
と

は
、異
な
り
ま
す
）、日
本
に
は
、明
治
初

期
に
洋
画
と
と
も
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。

洋
画
家
小
出
楢
重
氏（
明
治
二
十
年
生
）

が
最
初
に
手
掛
け
た
こ
と
で
有
名
で
す
。

（
岩
見
記
）

羽山神社・秋の例大祭（伊達市梁川町山舟生）
福島県民俗芸能文化写真・映像保存協会事務局長　遠藤寛行さん撮影

羽山神社・秋の例大祭（伊達市梁川町山舟生）
福島県民俗芸能文化写真・映像保存協会事務局長　遠藤寛行さん撮影

こ
い
で

な
ら
し
げ

歳時記信達の
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「
相
続
税
に
つ
い
て
」

県
税
か
ら
の
お
知
ら
せ

〈
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
に
よ
る
県

税
の
課
税
免
除
に
つ
い
て
〉

　

避
難
解
除
区
域
等
（
※
１
）
内
に
お
い

て
、
知
事
の
確
認
（
※
２
）
を
受
け
た
既

存
の
事
業
者
が
、
平
成
28
年
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
施

設
又
は
設
備
の
新
増
設
を
行
い
事
業
の
用

に
供
し
た
場
合
に
は
、
国
税
（
法
人
税
又

は
所
得
税
）
の
特
例
の
ほ
か
に
、県
税
（
法

人
事
業
税
、
個
人
事
業
税
又
は
不
動
産
取

得
税
）
の
課
税
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
企
業
立
地
促
進
区
域
（
※
３
）

内
に
お
い
て
、
知
事
の
認
定
（
※
４
）
を

受
け
た
新
規
事
業
者
に
つ
い
て
も
、
同
様

で
す
。

◇
課
税
免
除
の
申
請
期
限

　
法
人
事
業
税
　
確
定
申
告
期
限
ま
で

　
個
人
事
業
税
　
平
成
26
年
３
月
15
日

（
平
成
25
年
内
の
取
得
の
場
合
）

　
不
動
産
取
得
税
　
不
動
産
の
取
得
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

60
日
以
内　

◇
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ
先

　

最
寄
り
の
地
方
振
興
局
県
税
部

（
※
１
）
避
難
解
除
区
域
、
避
難
指
示
解

　

除
準
備
区
域
、
居
住
制
限
区
域

（
※
２
）
※
１
の
区
域
内
に
事
業
所
が
所

　

在
し
て
い
た
こ
と
の
確
認
。
設
備
等
を

　

取
得
し
た
事
業
年
度
末
（
個
人
事
業
者

　

は
12
月
末
）ま
で
に
手
続
が
必
要
で
す
。

（
※
３
）
※
１
に
同
じ

（
※
４
）
作
成
し
た
避
難
解
除
等
区
域
復

　

興
再
生
事
業
実
施
計
画
の
認
定　

（
県
庁
税
務
課
）

《
非
課
税
口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
等
に

係
る
配
当
所
得
及
び
譲
渡
所
得
等
の
非
課

税
措
置
（
い
わ
ゆ
る
N
I
S
A
）
の
改
正
》

①
非
課
税
口
座
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
が
、
平
成
26
年
１
月
１
日
か
ら
平

成
35
年
12
月
31
日
ま
で
の
10
年
間（
改
正
前

＝
平
成
26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
28
年
12

月
31
日
ま
で
の
３
年
間
）と
さ
れ
ま
し
た
。

②
非
課
税
の
対
象
と
な
る
所
得
等
は
、
非

課
税
口
座
に
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
た

日
か
ら
同
日
の
属
す
る
年
の
１
月
１
日
以

後
５
年（
改
正
前
＝
非
課
税
口
座
を
開
設

し
た
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
年
の
１
月
１

日
以
後
10
年
）内
に
得
た
下
記
３
に
係
る
配

当
等
及
び
譲
渡
所
得
等
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

非
課
税
口
座
開
設
の
申
請
手
続
は
平
成

25
年
10
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
非
課
税

措
置
は
、
平
成
26
年
１
月
１
日
以
後
に
支

払
を
受
け
る
べ
き
非
課
税
口
座
内
上
場
株

式
等
の
配
当
等
及
び
同
日
以
後
の
非
課
税

口
座
内
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
適

用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

１
．
非
課
税
口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
等

　
に
係
る
配
当
所
得
及
び
譲
渡
所
得
等
の

　
非
課
税
措
置

　

居
住
者
又
は
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非

居
住
者
（
非
課
税
口
座
を
設
定
し
よ
う
と

す
る
年
の
１
月
１
日
に
お
い
て
20
歳
以
上

の
人
に
限
り
ま
す
。
以
下
「
居
住
者
等
」

と
い
い
ま
す
。）
を
対
象
と
し
て
、
平
成

26
年
か
ら
平
成
35
年
ま
で
の
間
に
、
年
間

1
0
0
万
円
を
上
限
と
し
て
非
課
税
口
座

で
取
得
し
た
上
場
株
式
の
配
当
等
や
そ
の

上
場
株
式
等
を
売
却
し
た
こ
と
に
よ
り
生

じ
た
譲
渡
益
が
、
非
課
税
管
理
勘
定
が
設

け
ら
れ
た
日
の
属
す
る
年
の
１
月
１
日
か

ら
最
長
５
年
間
非
課
税
と
な
る
制
度
で

す
。

こ
の
非
課
税
措
置
を
受
け
る
た
め
に
は
、

金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
非
課
税
口
座
を

開
設
し
、
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

２
．
非
課
税
口
座
の
開
設
に
関
す
る
手
続

　

非
課
税
口
座
を
開
設
し
、
非
課
税
管
理

勘
定
を
設
定
す
る
場
合
は
、
金
融
商
品
取

引
業
者
等
に
次
の
書
類
を
提
出
ま
た
は
提

示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
及

び
（
注
１
）
基
準
日
に
お
け
る
住
所
を
証
す

る
書
類
の
提
出
と
本
人
確
認
書
類
の
提
示

②
（
注
２
）
非
課
税
適
用
確
認
書
及
び
非

課
税
口
座
開
設
届
出
書
の
提
出
及
び
本
人

確
認
書
類
の
提
示

（
注
１
）
基
準
日
と
は
各
勘
定
設
定
期
間

の
初
日
に
対
応
す
る
前
年
の
１
月
１
日

（
注
２
）
非
課
税
適
用
確
認
書
と
は
、
居

住
者
等
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
税
務
署
長

か
ら
交
付
を
受
け
た
書
類

３
．
各
年
分
の
非
課
税
管
理
勘
定
に
受
け

　
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
上
場
株
式
等

（
イ
）
非
課
税
口
座
を
開
設
し
た
金
融
商

品
取
引
業
者
等
を
通
じ
て
新
た
に
取
得
し

た
上
場
株
式
等
で
、
取
得
後
直
ち
に
そ
の

非
課
税
口
座
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の

（
ロ
）
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
た
非
課

税
口
座
に
係
る
他
の
年
分
の
非
課
税
管
理

勘
定
か
ら
一
定
の
手
続
の
下
で
移
管
が
さ

れ
る
上
場
株
式
等

（
ハ
）
非
課
税
口
座
に
設
け
ら
れ
た
非
課

税
管
理
勘
定
に
係
る
上
場
株
式
等
に
つ
い

て
行
わ
れ
た
株
式
の
分
割
・
併
合
、
株
式

無
償
割
当
な
ど
に
よ
り
取
得
す
る
上
場
株

式
等
な
ど
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の
13
第
10
項
各
号
に
掲
げ
る
上
場
株

式
等

４
．
非
課
税
期
間
終
了
後
の
手
続

　

非
課
税
口
座
で
上
場
株
式
等
を
保
有
し

た
ま
ま
非
課
税
期
間
が
終
了
し
た
場
合
に

は
、
①
同
一
の
非
課
税
口
座
内
の
新
た
な

非
課
税
管
理
勘
定
に
移
管
す
る
か
、
②
特

定
口
座
や
一
般
口
座
に
移
管
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

両
手
続
と
も
非
課
税
口
座
が
開
設
さ
れ

て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
所
定
の

依
頼
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
福
島
税
務
署
に
お
尋
ね
い
た

だ
く
か
、
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
し
て
い
る

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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「
相
続
税
に
つ
い
て
」

　

会
員
の
皆
様
は
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す

が
、
平
成
二
十
七
年
か
ら
相
続
税
の
基
礎
控

除
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
相
続
税
に
つ
い
て
概
略
説
明
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。

　

相
続
税
は
亡
く
な
ら
れ
た
方
が
残
さ
れ
た

資
産
か
ら
負
債
＋
葬
式
費
用
を
差
し
引
い
た

金
額
が
課
税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
金
額
か
ら
基
礎
控
除
を
差
し
引
き
税

額
を
算
出
し
ま
す
。

　

現
在
の
基
礎
控
除
額
は
5
千
万
円
＋

1
千
万
円
×
法
定
相
続
人
数
と
な
っ
て
お
り

ま
す
が
、
改
正
に
よ
り
3
千
万
円
＋
6
百
万

円
×
法
定
相
続
人
数
と
な
り
40
％
引
き
下
げ

ら
れ
ま
す
。

　

結
果
課
税
対
象
に
な
る
方
が
多
く
な
る
と

思
い
ま
す
。

　
主
な
資
産
の
評
価
額
に
つ
い
て

　

土
地
（
借
地
権
）

　

毎
年
7
月
上
旬
に
国
税
局
が
発
表
す
る
路

線
価
額
や
倍
率
表
を
基
に
評
価
し
ま
す
。

　

家
屋

　

各
市
町
村
が
定
め
て
い
る
固
定
資
産
税
の

評
価
額
と
同
額
と
な
り
ま
す
。

　

預
貯
金

　

亡
く
な
っ
た
時
点
の
残
高
に
既
経
過
利
息

を
加
算
し
ま
す
。

　

上
場
株
式

　

亡
く
な
っ
た
日
の
終
値
、
そ
の
月
、
前
月
、

前
々
月
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
額
の
う
ち
最
も
低

い
価
額
で
評
価
し
ま
す
。

　

取
引
相
場
の
な
い
株
式
（
出
資
）

　

会
員
の
皆
様
は
会
社
の
代
表
者
と
し
て
経

営
に
た
ず
さ
わ
り
、
株
式
（
出
資
）
も
所
有

さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
評
価
額
の
算

出
に
は
、
類
似
業
種
批
准
方
式
、
純
資
産
価

額
方
式
、
配
当
還
元
方
式
等
が
あ
り
、
会
社

の
規
模
、
株
主
の
態
様
、
資
産
の
構
成
等
な

ど
に
よ
り
評
価
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

　

特
例
に
つ
い
て

　

配
偶
者
の
税
額
軽
減
、
居
住
用
宅
地
や
事

業
用
宅
地
の
評
価
額
の
減
額
、
特
定
同
族
会

社
事
業
用
宅
地
の
評
価
額
の
減
額
等
各
種
特

例
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
条
件
が

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

　

参
考
資
料

お
お
ま
か
な
説
明
を
し
ま
し
た
が
、
も
っ
と

詳
し
く
知
り
た
い
と
思
わ
れ
た
方
は
、
税
務

署
の
窓
口
に
あ
る「
相
続
税
の
申
告
の
仕
方
」

を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

東
北
税
理
士
会
福
島
支
部　

羽
田　

征
夫



11
2013

　

鈴
木
勇
人
社
長
は
小
学
３
年
生
か
ら
サ
ッ

カ
ー
少
年
で
あ
っ
た
。
大
学
、
社
会
人
に
な
っ

て
か
ら
も
サ
ッ
カ
ー
部
の
主
将
と
し
て
プ

レ
ー
を
続
け
、Ｊ
リ
ー
グ
の
夢
を
追
っ
て
い
た
。

　

実
家
は
建
築
設
計
の
有
限
会
社
鈴
木
設
計

で
あ
る
。
父
の
鈴
木
昌
夫
氏
が
社
長
と
し
て

活
躍
し
て
い
た
。
だ
か
ら
勇
人
氏
も
県
立
福

島
東
高
校
を
出
る
と
千
葉
工
業
大
学
工
学
部

建
築
学
科
を
卒
業
し
、
一
級
建
築
士
の
資
格

を
取
得
し
た
。

　

平
成
七
年
、
福
島
国
体
の
候
補
選
手
と
し

て
鈴
木
設
計
に
入
社
。
と
こ
ろ
が
平
成
十
一

年
父
が
不
治
の
病
に
倒
れ
同
十
六
年
九
月
代

表
交
替
と
な
っ
た
。
十
八
年
に
父
が
逝
去
。

も
う
サ
ッ
カ
ー
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
家

業
に
専
念
し
な
け
れ
ば
、
と
サ
ッ
カ
ー
を
封

印
し
た
。

　

勇
人
氏
は
社
長
に
就
任
し
て
か
ら
、
自
分

は
ど
の
よ
う
な
建
築
家
を
目
指
す
べ
き
か
真

剣
に
考
え
た
。

　
「
図
面
を
描
く
だ
け
の
設
計
士
で
は
な
く
、

地
域
の
誇
り
づ
く
り
に
貢
献
し
た
い
、
と
考

え
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
地
域
の
人
々
や
行
政

と
の
プ
ロ
セ
ス
を
共
有
し
な
が
ら
街
を
元
気

に
す
る
建
築
家
を
目
指
そ
う
」

　

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
建
築
設
計
を
し
た

の
か
、
聞
い
て
驚
い
た
。

　

飯
坂
温
泉
の
「
鯖
湖
湯
」、
福
島
片
岡
鶴
太

郎
美
術
庭
園
「
松
鶴
苑
」
共
に
福
島
県
建
築

文
化
賞
特
別
部
門
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
そ

れ
に
同
じ
く
飯
坂
温
泉
の
「
旧
掘
切
邸
」
は

平
成
二
十
四
年
度
・
日
本
建
築
士
会
連
合
会

優
秀
賞
ほ
か
二
つ
の
賞
に
輝
い
て
い
る
。
現

在
進
行
し
て
い
る
の
は
、
福
島
市
岡
島
の

「
じ
ょ
ー
も
ぴ
あ
宮
畑
」。
平
成
二
十
七
年
オ
ー

プ
ン
の
予
定
で
掘
立
柱
建
物
、
竪
穴
住
居
、

子
供
遊
具
広
場
な
ど
は
完
成
し
て
お
り
、
現

在
博
物
館
を
設
計
中
。
建
築
家
の
鈴
木
勇
人

氏
が
「
福
島
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
Ｆ
Ｃ
」
と
い
う

サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
の
代
表
に
な
っ
た
歴
史
を

簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

　

平
成
十
四
年
、
福
島
に
住
む
若
者
が
集
ま

り
Ｊ
リ
ー
グ
を
目
指
す
「
福
島
夢
集
団
」
を

設
立
し
た
の
が
最
初
。
そ
の
六
年
後
、
ク
ラ

ブ
名
が
「
福
島
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
Ｆ
Ｃ
」
に
改

称
さ
れ
た
。

　

最
初
の
運
営
会
社
が
震
災
直
前
、
経
営
難

に
陥
っ
た
。
勇
人
氏
を
含
む
地
元
経
営
者
五

名
が
発
起
人
と
な
り
、
株
式
会
社
Ａ
Ｃ
福
島

ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
を
設
立
し
た
。

　

家
族
か
ら
は
「
絶
対
に
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム

の
経
営
は
や
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
何
回

も
念
を
押
さ
れ
て
い
た
。
素
人
の
私
が
考
え

て
も
、
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
の
経
営
は
難
し
い

と
思
う
。

　

避
難
所
の
小
学
生
の
涙
を
見
て
、
子
供
た

絵
・
文

　や
や
ま
ひ
ろ
し

有限会社  鈴木設計
株式会社  AC福島ユナイテッド

鈴木勇人氏
（福島市岡部字高畑１）

（０２４）５３５-１１６６

代表取締役  一級建築士

ち
の
夢
や
希
望
を
無
く
し
て
は
い
け
な
い
、

と
勇
気
を
持
っ
て
継
続
さ
せ
な
け
れ
ば
、
と

決
心
し
た
。
代
表
就
任
の
決
意
を
奥
様
に
伝

え
る
と
、「
き
っ
と
や
る
と
思
っ
て
た
わ
。
や

る
し
か
無
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
返
事
が
返
っ

て
き
た
。

　

勇
気
を
与
え
ら
れ
た
勇
人
氏
は
、
急
速
に

動
き
出
し
た
。
地
元
企
業
の
経
営
者
、
金
融

機
関
、
マ
ス
コ
ミ
各
社
を
回
り
協
力
と
支
援

を
お
願
い
し
た
。

　

震
災
の
一
年
後
、
時
崎
悠
監
督
の
指
揮
の

も
と
、
東
北
社
会
人
リ
ー
グ
一
部
で
初
優
勝
、

今
年
悲
願
の
Ｊ
Ｆ
Ｌ
昇
格
を
果
た
し
た
。

　

現
在
、
福
島
県
初
の
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
チ
ー

ム
と
し
て
、
Ｊ
リ
ー
グ
参
入
を
目
指
し
地
域

一
体
と
な
っ
て
動
き
出
し
て
い
る
。

　

昭
和
四
十
七
年
生
ま
れ
の
働
き
盛
り
の
社

長
と
は
い
え
、
と
に
か
く
忙
し
い
人
だ
。
数

多
い
公
職
を
こ
な
し
な
が
ら
建
築
活
動
家
と

し
て
地
域
を
元
気
に
し
よ
う
と
走
り
回
っ
て

い
る
。

4

【
　
月
の
こ
よ
み
】

寒
仕
込
地
酒

『
当
家
の
寒
地
込
酒
は
こ
れ
か
』
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＜お問い合せ＞
　福島税務署　法人課税第一部門（源泉所得税担当）
　電話　５３４－３１２１（代表）　内線２４３
　※自動音声のメーセージに従い、「２」番（当税務署に御用の方）
　　を選択して下さい。

11月18日（月）

11月19日（火）

13時30分 ～
15時30分

10時00分 ～
12時00分

開 催 月 日 時　　間 会　　場 対象地域

13時30分 ～
15時30分

福島県文化センター
大ホール

福島市
川俣町

伊達市ふるさと会館
ＭＤＤホール

伊達市
国見町
桑折町

　※受付開始時間はそれぞれの 30 分前です

　平成 26 年４月１日から消費税及び地方消費税の税率が８％
に引き上げられます。
　また、総額表示義務について、税込価格であると誤認されない
ための措置を講じていれば、税込価格による表示をしなくとも
よいとする特例が設けられました（表示例：100 円（税抜き））。
　詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧くだ
さい。

消費税及び地方消費税が変わります。
年末調整説明会のお知らせ


